
自治労埼玉県職員弟犠組合機関紙 第 362号 2011年 3月 15日 発行 (2)

i 第 二次埼玉県行財政改革プログラムに関する要求書 :

自治労埼玉県職労では、2月24日、以下の項目からなる要求書を、提出し

ました。

1 第―次口第二次行財政改革プログラムの検証を明らかにすること。

(1)成果と問題点を明らかにすること。

(2)職員が減少している課所で、どのように県民サービスが向上したのか具

体的に明らかにすること。

(3)民間開放で、県民サービスがどのように向上したのか明らかにすること。

(4)この6年間の費用対効果はどうであつたかを明らかにすること。

(5)知事部局以外の局においても検証を明らかにすること。

2県 民サービスの「賞」の改革

(1)指定管理者制度の導入拡大について、今後の具体的施設(職場)及び

そのメリット・デメリットを明らかにすること。

(2)業務のアウトツーシングは、官製ワーキングブアの発現や、本来行政が

行うべき「質」の逸脱につながると考えるが、県当局の考え方を明らかに

すること。

(3)業務委託した場合のサービスの「質」について、直営で継続することと民

間委託することの比較を行い、そのメリット及びデメリットを明らかにする

こと。

(4)民間委託した場合、委託先企業への県の関与を明確にして、そこで働く

労働者の基本的権利を確保するよう務めるとともに、公契約条例を制定

すること。

3県 庁の仕事の「しくみ」の改革

(1)職員が削減された箇所については、業務量を減らすこと。

(2)行政の「しくみ」上、費用対効果による評価になじまない職域が圧Fll的に

多くあると考えるが、県当局の考え方を明らかにすること。

(3)「Fの推進にあたつては、職員の研修を十分確保すること。また、健康管

理に十分配慮するため、職員全員にVDT検 診を取り入れること。(4)保

守管理経費の縮減にあたつては、庁舎等の安全性を確保すること。

4県 庁の「体質」の改革

(1)事業の縮小、廃上が伴わないなか、これ以上職員定数を削減しないこと。:

(2)簡素で効率的業務を執行する上での人員限界数値を明らかにすること :

(3)県民サービスの向上を図るため、職員の負担を軽減すること。     :

(4)財政の健全化は、人件費や福利厚生費以外の歳出の縮減により行うこ :

と。                                        :

(5)意欲と能力のある職員の育成について              :

① 職員のモチベーションを向上するために、職員が安心して働ける職場 :

環境及び労働条件の改善を図ること。               :

② 専門性の高い職員が減少している状況をどのように提え、解決しよう :

とするのか、その道筋を明確にすること。              i

③ 職員の減少に伴い、研修棟に参加できず、人材育成が困難な状況に :

あるため、人材育成担当職員を増員すること。            :

④ 不要と思われるイベント等の廃止・縮小など見直しを行うこと。    :

⑤ メンタルヘルス対策のさらなる充実を図ること。また、そのための条件 :

整備を行うこと。                          :

(6)仕事の改善については、「改善運動」が職員の負担になつていることから、:

埴 ちに見直すこと。

(7)能力を最大限に発揮できる「場」の内容を明らかにすること。

(3)危機管理については、通常業務に支障を来すことなく対応できる体制を i

整備すること。また、そのためのマニュアルを公表すること。       :

5第 二次行財政改革プログラムの策定にあたつては、誠実に労使協議を行
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